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令和５年度第３１回東松島市農業委員会総会議事録 

 

日 時： 令和５年１２月２０日 (水) 午後１時３０分 

 

場 所： 東松島市役所鳴瀬庁舎 ３階 講義研修室 

 

招集者： 東松島市農業委員会 会長 佐 藤 栄 宏 

 

 

議 事： 開 会 

 

     挨 拶 

 

     日程第１ 議事録署名委員の指名について 

 

     日程第２ 会期の決定について 

 

     日程第３ 報告事項１ 賃貸借等の合意解約について 

 

     日程第４ 報告事項２ 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について 

 

     日程第５ 議案第１号 非農地証明願について 

 

     日程第６ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

     日程第７ 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

 

     日程第８ 議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 

 

     日程第９ 議案第５号 東松島市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）について 

 

     閉 会 
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 出席委員（１５名） 

席次 委員氏名 席次 委員氏名 席次 委員氏名 

１番 ― ２番 鈴 木 仁 逸 ３番 佐 藤   祥 

４番 熊 谷   奨 ５番 阿 部 喜 生 ６番 秋 本 まゆみ 

７番 小 山 靜 子 ８番 大 山 道 保 ９番 浅 野 喜代志 

１０番 安 部 俊 郎 １１番 本 田 幸 男 １２番 小 岩 敏 幸 

１３番 大 崎   康 １４番 川 村 勝 雄 １５番 安 倍 民 夫 

１６番 佐 藤 栄 宏  

 

 遅参委員 なし 

 

 欠席委員（１名） 

席次 委員氏名 席次 委員氏名 席次 委員氏名 

１番 門 馬 宏 之     

 

 出席事務局職員 

  事務局長         石 森 久 浩 

  事務局長補佐兼農地係長  安 倍 浩 司 
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【 開 会 】 

○事務局長  ： ただいまより、第３１回東松島市農業委員会総会を開催いたします。 
         初めに、会長よりご挨拶を申し上げます。 
 
○佐藤栄宏会長： － 会長挨拶 － 
         － 会長の動向報告 － 
 
○事務局長  ： 議事の進行につきましては、東松島市農業委員会会議規則第５条第１項の規定に基づ

き、会長が議長となり進めていただきます。 
         それでは会長、よろしくお願いいたします。 
 
【 議 事 】 

○議長（佐藤栄宏会長）： それでは、議事に入ります。 

  本日は、１番門馬宏之委員から欠席届が出されております。ただいまの出席委員は１５名でありま

す。定足数に達しておりますので、これより第３１回東松島市農業委員会総会を開会いたします。 

  本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであり、議事日程に従い、議事を進めてまいります。 

 

  日程第１、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員には東松島市農業委員会会議規則第２

８条第３項の規定に基づき、２番鈴木仁逸委員、３番佐藤祥委員のお二人を指名したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、お二人を指名いたします。 

  日程第２、会期の決定について、お諮りいたします。本総会の会期は、本日１日限りといたしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、会期は本日１日限りといたします。 

  日程第３、報告事項１ 賃貸借等の合意解約について、事務局から説明願います。 

 

○事務局長： 議案の１ページをご覧ください。合意解約の通知がありましたので、ご報告いたします。 

  その１、大塩字中沢８-１、７４８㎡ 外 計４筆で１，７５６㎡、解約届出日は令和５年１１月７日、

貸人の生前贈与のため賃貸借契約の解約でございます。 

  その２、大塩字松木沢中１５、１，７７８㎡ 外 計１６筆で１５，４９２㎡、解約届出日は令和５

年１１月１４日、第三者と利用権設定のため使用貸借契約の解約でございます。 

  その３、大塩字新裏谷地１７―１、１，０１３㎡、解約届出日は令和５年１１月１４日、第三者へ賃

貸借契約のため使用貸借契約の解約でございます。 

  その４、大塩字松木沢中１２、３，２７５㎡、解約届出日は令和５年１１月１４日、第三者と利用権

設定のため賃貸借契約の解約でございます。 

  その５、小松字向田２２６、９９７㎡ 外 計３筆で２，９９１㎡、解約届出日は令和５年１１月２

７日、第三者と利用権設定のため賃貸借契約の解約でございます。 

  その６、高松字新寺前５６―１、２６０㎡、解約届出日は令和５年１１月３０日、第三者に贈与のた
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め使用貸借契約の解約でございます。 

  その７、大塩字新裏谷地４―１、２，０３０㎡ 外 計４筆で１３，３１６㎡、解約届出日は令和５

年１２月４日、第三者との利用権設定のため使用貸借契約の解約でございます。 

  その８、矢本字赤松３８４―４、９９０㎡ 外 計５筆で１１，２２７㎡、解約届出日は令和５年１

１月３０日、受け手死亡のため賃貸借の解約でございます。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただいまの報告について、ご質問ございませんか。  

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 日程第４、報告事項２ 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届

出について、事務局から説明願います。 

 

○局長補佐： 議案の３ページをご覧ください。農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出が

ありましたので、ご報告いたします。 

  その１、矢本字関の内５１―２、４９０㎡、転用の目的は駐車場敷地、現在の利用状況は休耕中、売

買のための所有権移転で、令和５年１１月３０日届出受理となります。平成９年の８月に一度農地転用

の届出が出されておりました。当時、駐車場及び管理棟建設敷地として転用の届出がありましたが、目

的が達成されていないため、今回所有者が変わるということで、再度申請の出し直しということになり

ました。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただいまの報告について、ご質問ございませんか。  

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 日程第５、議案第１号 非農地証明願について、を上程いたします。その１を

事務局から説明願います 

 

○局長補佐：議案の４ページをご覧ください。 

  その１、大曲字寺沼１２３―２、３４㎡、農地を転用した理由及び現在の状況について、願出地は、

昭和８年頃に住宅を建築した当初から、公道から屋敷地へ出入りするための専用通路として利用してき

た土地であり、今後も農地として復元することがないことから、非農地証明願を提出するものです。位

置図は５ページとなります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１２番 小岩敏幸委員の聞き取り調査報告をお願いいたします。  

 

○小岩敏幸委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。転用された日は、昭和８年頃で、現在の利用状況は、公道か

ら屋敷地へ出入りする通路敷地です。転用した理由は、昭和８年頃に住宅を建築した当初から公道から
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屋敷地へ出入りするための通路敷地として利用してきた土地であり今後も農地としての利用はないとの

ことです。総合意見としては適当です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その１を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その１を許可することに決定します。 

  次に、日程第６、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について、を上程いたします。そ

の１を事務局から説明願います 

 

○事務局長：議案の６ページをご覧ください。 

  その１、大塩字新裏谷地１７―１、１，０１３㎡、１０年間の賃借権設定となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員６番 秋本まゆみ委員、聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○秋本まゆみ委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。権利の種類は賃借権設定。出し手の理由は離農、受け手の理

由は、相手方要望。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内容

は、水稲です。通作距離については約０．７ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業上の利用

に影響はない。申請地の状況は、田畑として利用。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その１を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その１を許可することに決定します。 

  次に、その２を事務局から説明願います。 
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○事務局長： その２、大曲字七下１５８、４，１５７㎡、１０年間の賃借権設定となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１２番 小岩敏幸委員の聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○小岩敏幸委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。権利の種類は、賃借権設定。出し手、受け手の理由はともに

相手方要望。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内容は、水

稲、施設野菜の複合経営となります。通作距離は約０．５ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の

農業上の利用に影響はない。申請地の状況は、田・畑として利用しております。総合意見としては許可

相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その２を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その２を許可することに決定します。 

  次に、その３を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その３、小野字新宮前６７―１、８４３㎡ 外 計２筆で１，００１㎡、５年間の賃借権

設定となります。 

 以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１０番 安部俊郎委員の聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○安部俊郎委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１８日。権利の種類は、賃借権設定。出し手理由は、労力不足。受け手

の理由は、規模拡大。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内

容は、水稲、露地野菜の複合経営となります。通作距離は約１ｋｍ。権利取得することによる周辺の農

地の農業上の利用に影響はない。申請地の状況は、田・畑として利用しております。総合意見としては

許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 
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○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その３を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その３を許可することに決定します。 

  次に、日程第７、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について、上

程いたします。その１を事務局より説明願います。 

 

○局長補佐： その１については、付番１から２８まで同一案件であり、譲渡人計３２名の各人について

は、説明を省略いたします。赤井の柳の目の商業施設用地として、赤井字一本杉２―１１ 外 計９４

筆 ９０，８０３㎡、転用目的は商業施設（店舗）用地。現在の利用状況は休耕中。３０年間の賃借権設

定です。位置図は１５ページになります。石巻西高校の道路を挟んで東側となっております。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員は、私ですので事務局から聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○事務局長： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。転用目的は、商業施設開発のため。転用目的の実現の確実性

は適当、周辺農地の営農条件への支障はない。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○鈴木仁逸委員： 雨水排水はどうなっていますか。どのあたりに流すのですか。 

 

○局長補佐： 敷地中央に地下式の防災調整池の設置。地上部は駐車場となります。水量が一定以上とな

った場合は、ポンプアップし水路に流す計画となっております。 

 

○事務局長： 敷地内に大きさの異なる３つの調整池が地下に設置され、１箇所からというよりは各々の

状況を見ながら排水をされるということになると思います。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 補足ですが、譲受人の方から伺ったところ、防災調整池から西側の道路沿い

の側溝を線路に向かって（南に向かって）排水路を新設するということです。 

 

○鈴木仁逸委員： 新しく設置ということですね。それは良いですね。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 他にご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 
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○議長（佐藤栄宏会長）： 採決いたします。本計画その１を許可相当と認めることに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を許可相当と認め、知事に進達することに決

定いたします。 

  それでは、次に、その２を事務局から説明願います。 

 

○局長補佐： その２、赤井字川前三３０５-１、７８０のうち１７．２㎡、外 計５，３９８㎡のうち８

７５．２㎡。転用目的は工事用道路敷地、迂回路。現在の利用状況は一毛田。一時転用期間が４か月予

定の賃借権設定です。一時転用期間が終了した後は、農地に復旧したうえで、来年は耕作するというこ

とです。位置図は１６ページになります。農地区分は第１種農地でありますが、工事のためにやむを得

ない一時的な転用であることから、宮城県からは許可要件に該当するということで回答をいただいてお

ります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員は私ですので、事務局から聞き取り調査報告をお願いします。 

 

○事務局長： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。転用目的は、市道拡幅、改良工事のために令和６年３月末ま

での一時転用。転用目的の実現の確実性は適当、周辺農地の営農条件への支障はない。総合意見として

は許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その２を許可相当と認めることに、

ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その２を許可相当と認め、知事に進達することに決

定いたします。 

  次に、日程第８、議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について、

上程いたします。 

  始めに利用権の賃借権設定について、その１を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その１、赤井字南四２３２-１、９５㎡、外 計２筆 １，０１２㎡。借賃は、物納で６０

㎏、期間については、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 
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  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員４番 熊谷奨委員、聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○熊谷奨委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１７日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、労力不足。受け手

理由は、規模拡大、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用す

ることができるか、適当。労働力も適当。通作距離は約４㎞。農業経営の内容は、露地野菜です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を承認することに決定します。 

  次に、その２を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その２、小松字向田２２６、９９７㎡、外 計３筆で２，９９１㎡。借賃は、金納で３６，

０００円。期間については、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員２番 鈴木仁逸委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○鈴木仁逸委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、相手方要望。受け

手理由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することがで

きるか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。農業経営の内容は、水稲の単一経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その２を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 
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○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その２を承認することに決定します。 

次に、その３からその７は関連がありますので一括で事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その３、赤井字南三２９１―１、１，０１４㎡。借賃は、金納で１０，０００円。期間につ

いては、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 

  その４、赤井字南三３７４、１，００４㎡、外 計５筆 ４，２４７㎡。借賃は、金納で４２，０００

円。期間については、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 

  その５、赤井字南三３６８、１，０２１㎡、外 計７筆 ６，６６９㎡。借賃は、金納で６６，０００

円。期間については、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 

  その６、赤井字南三３９３―１、９６５㎡、外 計４筆 ３，８６１㎡。借賃は、物納で１８０㎏。期

間については、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 

  その７、赤井字南三３１８、１，０２１㎡、外 計２筆 ２，０４２㎡。借賃は、金納で２０，０００

円。期間については、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１１番 本田幸男委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○本田幸男委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、規模縮小。受け手

理由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができ

るか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。農業経営の内容は、水稲、露地野菜、施設野菜、施設花

きの複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その３からその７を承認すること

に、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その３からその７を承認することに決定します。 

  次に、その８ですが、私に関する案件ですので、東松島市農業委員会会議規則第２３条の規定により

退席させていただきます。議事進行については、同規則第５条第２項の規定に基づき安倍会長職務代理

に議長となっていただき進めていただきます。 

  安倍会長職務代理よろしくお願いいたします。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： （退席） 
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○議長（安倍民夫会長職務代理）：暫時の間、議長を務めさせていただきます。 

  それでは、その８を事務局より説明願います。 

 

○事務局長： その８、赤井字北浦４７７、１０，０３２㎡。借賃は、金納で１６０，０００円。期間につ

いては、令和６年１月１日から令和１４年１２月３１日までの９年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（安倍民夫会長職務代理）： 担当委員５番 阿部喜生委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○阿部喜生委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１８日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、労力不足、規模縮

小。受け手理由は、規模拡大、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的

に利用することができるか、適当。労働力も適当。通作距離は約０．５㎞。農業経営の内容は、水稲、転

作作物です。 

  以上となります。 

 

○議長（安倍民夫会長職務代理）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（安倍民夫会長職務代理）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その８を承認することに、

ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（安倍民夫会長職務代理）： 異議なしと認め、本計画その８を承認することに決定します。 

 

○議長（安倍民夫会長職務代理）： 佐藤栄宏会長、入場願います。 

 

○佐藤栄宏会長： （入場） 

 

○議長（安倍民夫会長職務代理）： 佐藤栄宏会長に申し上げます。本計画その８を承認することに決定

いたしましたのでご報告します。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ありがとうございました。 

  次に、その９とその１０は関連がありますので一括して事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その９、大塩字松木沢中１５、１，７７８㎡、外 計１６筆 １５，４９２㎡。借賃は、金

納で１４８，０００円。期間については、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年

間となります。 

  その１０、大塩字松木沢中１２、３，２７５㎡。借賃は、物納で１８０㎏。期間については、令和６年

１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 
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  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員６番 秋本まゆみ委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○秋本まゆみ委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、離農。受け手理由

は、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができる

か、適当。労働力も適当。通作距離は約３㎞。農業経営の内容は、水稲です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その９からその１０を承認するこ

とに、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その９からその１０を承認することに決定します。 

  次に、その１１を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その１１、大塩字新裏谷地４―１、２，０３０㎡、外 計４筆 １３，３１６㎡。借賃は、

金納で２０８，０００円。期間については、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０

年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員６番 秋本まゆみ委員の聴き取り調査の報告を事務局からお願いし

ます。 

 

○秋本まゆみ委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、労力不足。受け手

理由は、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することがで

きるか、適当。労働力も適当。通作距離は約１．２㎞。農業経営の内容は、水稲です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１１を承認することに、ご異議

ございませんか。 
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○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１１を承認することに決定します。 

  次に、その１２及びその１３は関連がありますので一括で事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その１２、小野字新関下４８、１４２㎡。借賃は、物納で８㎏。期間については、令和６年

１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 

  その１３、小野字新関下４９、２０１㎡。借賃は、物納で１２㎏。期間については、令和６年１月１日

から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１０番 安部俊郎委員の聴き取り調査の報告を事務局からお願いし

ます。 

 

○安部俊郎委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１８日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、労力不足。受け手

理由は、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することがで

きるか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。農業経営の内容は、水稲です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１２及びその１３を承認する

ことに、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１２及びその１３を承認することに決定します。 

  次に、その１４を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その１４、浅井字板宮６―１、１，６３２㎡、外 計２筆 ２，０４０㎡。借賃は、物納で

６０㎏。期間については、令和６年１月１日から令和１２年１月３１日までの６年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員９番 浅野喜代志委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○浅野喜代志委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、高齢による体調不

良のため。受け手理由は、規模拡大、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を
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効率的に利用することができるか、適当。労働力も適当。通作距離は約１．２㎞。農業経営の内容は、水

稲、露地野菜、転作作物の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１４を承認することに、ご異議

ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１４を承認することに決定します。 

  次に、その１５からその３８は再設定となりますので、一括で事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その１５、矢本字新沼２２６―２、１，４７６㎡、外 計２筆で１，５７９㎡。借賃は、物

納で９５㎏。期間は、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その１６、矢本字南浦３６１―４、１，１５７㎡、外 計２筆で３，８３７㎡。借賃は、物納で２３０

㎏。期間は、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その１７、矢本字関の内３１８―４、５３８㎡、外 計５筆で４，４６９㎡。借賃は、物納で２６８

㎏。期間は、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その１８、矢本字関の内３１８-１８、７．５９㎡、外 計２筆で１０８．５９㎡。借賃は、物納で６

㎏。期間は、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その１９、大曲字七下１５７、９，０６１㎡。借賃は、金納で９９，０００円。令和６年１月１日から

令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その２０、小松字柳田１０７―１、６８４㎡、外 計３筆で２，７０９㎡。借賃は、物納で１６０㎏。

期間は、令和６年１月１日から令和１０年１２月３１日までの５年間です。 

  その２１、矢本字笠松３００―３、２，６００㎡。借賃は、物納で１５０㎏。期間は、令和６年１月１

日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その２２、小松字里前２８７―２、８７５㎡。借賃は、物納で６０㎏。期間は、令和６年１月１日から

令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その２３、小松字養閑２２８―３、９４６㎡。借賃は、物納で６０㎏。期間は、令和６年１月１日から

令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その２４、小松字庚申９４―１、４，４５９㎡。借賃は、物納で２７０㎏。期間は、令和６年１月１日

から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その２５、小松字上砂利田２０２、１，３５９㎡、外 計６筆で６，１４７㎡。借賃は、金納で６６，

０００円。期間は、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その２６、小松字里前１０―１、７５４㎡、外 計７筆で７，７５８㎡。借賃は、金納で７７，５８０

円。期間は、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その２７、大曲字堰北１７７、３，０７４㎡。借賃は、金納で３６，０００円。期間は、令和６年１月

１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 
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  その２８、大曲字堰北１８６、２，００５㎡、外 計２筆で５，０１０㎡。借賃は、物納で４５０㎏。

期間は、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その２９、大曲字堰北１９３―１、８７８㎡。借賃は、物納で６０㎏。期間は、令和６年１月１日から

令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その３０、大曲字堰北１９４―１、８８８㎡。借賃は、金納で１１，０００円。期間は、令和６年１月

１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その３１、大曲字堰北１９５―１、７４９㎡。借賃は、金納で１１，０００円。期間は、令和６年１月

１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その３２、大曲字堰南１０４―１、６８０㎡。借賃は、物納で３０㎏。期間は、令和６年１月１日から

令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その３３、大曲字堰南２６―１、９３２㎡、外 計４筆で４，１０１㎡。借賃は、物納で２７０㎏。期

間は、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その３４、赤井字中二号１０５―２、４，９２３㎡、外 計２筆で５，３８４㎡。借賃は、金納で１０

７，６８０円。期間は、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その３５、大塩字三郷１―１、９８４㎡、外 計７筆で６，４６１㎡。借賃は、金納で７７，５３２

円。期間は、令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間です。 

  その３６、浅井字池塚１２６、３，４９１㎡、外 計３筆で１１，４６２㎡。借賃は、物納で３４４

㎏。期間は、令和６年１月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間です。 

  その３７、浅井字下宿２３３、３，６４３㎡、外 計５筆で１３，２０６㎡。借賃は、物納で３４６

㎏。期間は、令和６年１月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間です。 

  その３８、浅井字下宿２０８―１、５，５２３㎡、外 計８筆で１６，５４２㎡。借賃は、物納で３７

２㎏。期間は、令和６年１月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただちに質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１５からその３８を承認する

ことに、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１５からその３８を承認することに決定します。 

  次に、所有権移転について、その１を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： こちらにつきましても公告日は令和５年１２月２５日となっております。その１、小松字

向田１６―１、９７１㎡、外 計４筆で３，７６２㎡、対価は１，６８７，０００円です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員２番 鈴木仁逸委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 
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○鈴木仁逸委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、規模縮小。受け手

理由は、規模拡大、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用す

ることができるか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。支払い方法は自己資金。農業経営の内容

は、水稲、露地野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を承認することに決定します。 

  次に、その２を事務局から説明願います。 

 

○事務局長：その２、小松字前田１８６―１、４，０７３㎡、対価は１，２００，０００円です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員２番 鈴木仁逸委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○鈴木仁逸委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、規模縮小。受け手

理由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができ

るか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。支払い方法は自己資金。農業経営の内容は、水稲の単一

経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その２を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その２を承認することに決定します。 

  次に、その３を事務局から説明願います。 
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○事務局長： その３、小松字前田１８１―４、２，０００㎡、対価は６００，０００円です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員２番 鈴木仁逸委員より聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○鈴木仁逸委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、規模縮小。受け手

理由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができ

るか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。支払い方法は自己資金。農業経営の内容は、水稲、露地

野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その３を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その３を承認することに決定します。 

  次に、その４を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その４、大塩字五台下８８、２，６７２㎡、外 計４筆で６，２９５㎡、対価は２，６０

０，０００円です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１３番 大崎康委員より聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○大崎康委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１５日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、相手方要望。受け

手理由は、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することが

できるか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。支払い方法は自己資金。農業経営の内容は、水稲、

施設野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 
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○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その４を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その４を承認することに決定します。 

次に、その５を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その５、大塩字小分木６７、７５１㎡、外 計６筆で４，７０２㎡、対価は２８４，０００

円です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員６番 秋本まゆみ委員より聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○秋本まゆみ委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１９日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、労力不足。受け手

理由は、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することがで

きるか、適当。労働力も適当。通作距離は約０．８㎞。支払い方法は自己資金。農業経営の内容は、水

稲、露地野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その５を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その５を承認することに決定します。 

次に、その６を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その６、高松字新寺前５６―１、２６０㎡、贈与になります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１５番 安倍民夫委員より聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○安倍民夫委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１８日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、労力不足。受け手

理由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができ

るか、適当。労働力も適当。通作距離は約０．１㎞。農業経営の内容は、水稲です。 
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  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その６を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その６を承認することに決定します。 

次に、その７を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その７、西福田字堂ノ舞２１―１、２５７㎡、対価は５０，０００円です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１５番 安倍民夫委員より聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○安倍民夫委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和５年１２月１８日。権利の種類は所有権移転。出し手理由は、労力不足。受け手

理由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができ

るか、適当。労働力も適当。通作距離は約０．５㎞。支払い方法は自己資金。農業経営の内容は、水稲で

す。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その７を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その７を承認することに決定します。 

  次に、農地中間管理事業の一括方式にかかる賃借権による権利の移転を上程します。 

  それでは、その１を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： これまでは、農地中間管理機構と耕作者、農地中間管理機構と所有者のいずれの権利も一

度解約をしてあらためて手続きをする必要がありましたが、１０月以降手続きの手法が改正されまして、

所有者と農地中間管理機構とは解約をせず、耕作者のみを変更することができるようになっております。
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それに基づく初めての審議案件となります。 

  その１、赤井字新南８５、１，６３６㎡、外 計２筆で４，４３１㎡、借賃は金納で４４，２００円で

す。期間は県公告の翌日から令和１４年９月３０日までの９年間です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただちに質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を承認することに決定します。 

  次に、その２を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その２、赤井字中新丁５９、２，６９０㎡、外 計５筆で８，６８９㎡、借賃は物納で５３

２㎏。期間は県公告の翌日から令和１４年７月３１日までの９年間です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただちに質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その２を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その２を承認することに決定します。 

  次に、日程第９、議案第５号 東松島市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）につい

て、を上程いたします。 
  事務局より資料を説明願います。 

 

○事務局長： 資料については、３０、３１ページをご覧ください。 

  申し合わせ決議の取組実施に至った経緯といたしましては、資料のとおり、過去に収賄容疑で逮捕さ

れるという不祥事が続けて発生したことから、農業委員会組織の綱紀粛正の徹底を図る取組を行うよう

通知が発出されました。この通知を受け、各農業委員会では、年１回以上、法令遵守の注意喚起の取り

組みを実施することとされており、その経過については、総会議事録として公開するよう指示されてい

ることから、議案として上程したものであります。 

 （東松島市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）について朗読説明） 
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  以上、審議をよろしくお願いいたします。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただいまの決議（案）の説明について、ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。議案第５号 東松島市農業委員会の法

令遵守の申し合わせ決議（案）について、を原案のとおり承認することに、ご異議ございません

か。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、議案第５号 東松島市農業委員会の法令遵守の申し合

わせ決議（案）について、を原案のとおり承認することに決定します。 

 
 【 閉 会 】 

〇議長（佐藤栄宏会長）： 以上で本日付議された議案の審議は全て終了いたしました。 

  これをもちまして、第３１回東松島市農業委員会総会を閉会といたします。 

 

 

午後２時５２分 閉会 

  




